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料金 

 （１）利用料 

   介護保険からの給付サービスを利用する場合の利用料金は、原則として基本料金（料金表）の

１割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

  ①介護給付 

料金表 基本料金 1割（1回） 2割（1回） 3割（1回） 

身
体 

介
護 

３０分未満 2,850円 285円 570円 855円 

３０～１時間未満 4,514円 452円 903円 1355円 

１時間から１．５時間未満 6,600円 660円 1,320円 1980円 

１．５時間以上３０分毎 957円ずつ 加算 96円ずつ加算 192円ずつ加算 288円ずつ加算 

生
活 

援
助 

２０分～４５分未満 2,086円 209円 418円 626円 

４５分以上 2,565円 257円 513円 770円 

基本料金に対して、早朝（6：00～8:00）、夜間（18:00～22:00）は 25%増し、深夜（22:00～6:00）は 50%

増しとなっています。 

上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間時間ではなく、お客様の居宅サー

ビス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。やむを得ない事情でかつ、お客様

の同意を得て２人で訪問した場合は、２人分の料金となります。 

 

  ②総合事業 

料金表 訪問の目安 要介護度 基本料金 1割（1回） 2割（1回） 3割（1回） 

訪問型サービスⅠ 週 1回程度 要支援１・２ 3,351円 336円 671円 1,006円 

訪問型サービスⅡ 週 2回程度 要支援１・２ 3,351円 336円 671円 1,006円 

訪問型サービスⅢ 週 3回程度 要支援１・２ 3,545円 355円 709円 1,064円 

 

（２）加算 

  ①初回加算(該当する場合に算定いたします)           200単位 / 月 

・ 利用者が過去 2 ヶ月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合。 

・ 新規の利用者に対して、初回に実施したサービス月と同月内にサービス提供者が自ら訪問、

もしくは他の訪問介護員と同行訪問した場合。 

②緊急時訪問介護加算(該当する場合に算定いたします)   100単位 / 回 

・ 居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る)を、利

用者またはご家族等から要請を受けてから 24時間以内に援助を行った場合。 

③介護職員処遇改善加算Ⅰ                1 ヶ月の所定単位数×137／1,000を加算 

④介護職員特定処遇改善加算Ⅰ             1 ヶ月の所定単位数× 63／1,000を加算 

⑤介護職員等ベースアップ等支援加算          1ヶ月の所定単位数× 24／1,000を加算 

⑥特定事業所加算Ⅱ(該当する場合に算定いたします)         1 ヶ月の所定単位数× 10／100を加算 
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（３）キャンセル規定と料金 

  利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

   １．健康上の理由による中止 

    ①風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

    ②ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族 

     に連絡の上、適切に対応いたします。また、必要に応じて速やかに主治の医師又は歯科医 

     師に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

   ２．上記以外の場合 

①ご利用日の前日 17：00までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の前日 17：00までにご連絡がなかった場合 介護報酬額の全額（１０割）を請求 

いたします。 

  ※ご利用日が月曜日又は前日が休日の場合ご注意下さい。（ご事情によっては徴収しない場合もあります。） 

 


